
京都市職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例施行細則の一部を改正する規則を公

布する。 
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京都市人事委員会規則第３号  

京都市職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例施行細則の一部を改正する

規則 

 京都市職員の勤務時間，休日，休暇等に関する条例施行細則の一部を次のように改正す

る。 

第５条第３項中「再任用短時間勤務職員」を「条例第４条第３項に規定する勤務を要し

ない日を設けられた再任用短時間勤務職員（以下「勤務不要日を設けられた再任用短時間

勤務職員」という。）」に改め，同条第４項中「常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く

職員をいう。以下同じ。）」を「勤務不要日を設けられた再任用短時間勤務職員以外の職

員」に，「，再任用短時間勤務職員」を「，勤務不要日を設けられた再任用短時間勤務職

員」に改め，同条第６項中「８時間」の右に「（１日の勤務時間が７時間４５分に満たな

い再任用短時間勤務職員にあっては，任命権者が定める時間）」を加える。 

 第６条第６項本文中「常勤職員」の右に「（再任用短時間勤務職員を除く職員をいう。

以下同じ。）」を加え，同項ただし書中「ただし，」の右に「勤務不要日を設けられた再

任用短時間勤務職員に係る」を加える。 

 第８条第３項中「医師又は助産師の出産証明書」を「出産を証する書類」に改める。 

 別表第２中「常勤職員」を「勤務不要日を設けられた再任用短時間勤務職員以外の職員」

に，「再任用短時間勤務職員」を「勤務不要日を設けられた再任用短時間勤務職員」に改

める。 

   附 則 

 この規則中第８条第３項の改正規定は平成２６年１月１日から，その他の規定は同年４

月１日から施行する。 

（人事委員会事務局） 


